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都市再生特別措置法第88条・第108条 (立地適正化計画) 水防法第 15条 (浸水想定区

*別葉「補足説明事項J参照

施 設 整 備 状 況

アルピコ交通パス 横田停留所まで徒歩11分

・本地と南東側道路との間に私有地が介在しており、本地は南東側道路とは接面していない。南東側道路は私道であ
り特分はないため、使用及び掘削する場合は、道路所有者の同意が必要である。また、公営水道は、東側私有地に配
されているため、引き込む場合は、私有地所有者の同意が必要である。なお、私有通路 (地番95-2外8筆)及び私有
(地番95-5外 1筆)については、私有通路所有者及び私有地所有者と「土地の無償使用に関する確認書Jを徴してい

る。 (詳細は、入札案内書「18 特約条項及び資料の閲覧」参照。)

・本地には、本地及び第二者使用の公共下水道管及びマンホールが埋設されているが、放流する場合は下水道受益者

・公共下水道管及びマンホールについて、越境物又は工作物に関する「確IB書 (1件)]力 あ`り、回覧可能である。
(詳細は、入札案内書「18 特約条項及び資料の閲覧]参照。)

・宅地造成及び特定盛土等規制法の区城指定については、松本市に確認ください。
・本地は、立地適正化計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域外のため、本地で一定規模以上の開発、建築・本地は、立地適正化計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域外のため、本地で一定規模以上の開発、建築
,為、及び一定規模以上の誘導施設の開発、建築行為を行う場合には松本市に届出が必要である。
・本地は、松本市ハザードマップにおいて、浸水想定区域に該当している。 (詳細は、入札案内書「18 特約条項及

法令に基づく諸条件についての調査確認を行つてください。なお、物件調書は、売買契約書の添付書類となります。
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※ 現在の周辺状況と異なる場合があります。
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公共下水マンホール
(松本市所有・第界線上 )

※ 工作物や樹木の越境等については、極力概要図に記載しておりますが、現況と相連している場合、現況が優先します。

物件は、現状有姿の引渡じとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行つてください。
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